
総 務 文 教 常 任 委 員 会 

                            

Ｒ７．１．２８（火） 

午後２時～ 

全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

 

２ 案 件 

（１） 行政報告 

総務部                       

〇ふるさと亀岡自治活動応援交付金について 

〇「国際安全都市」宣言について  

 

教育部                       

〇育親学園新校舎建設工事に伴う工事契約工期について 

〇学校給食について 

〇「２０２５大阪・関西万博」児童生徒体験事業について 

 

 

３ １８期前期の総括について        

 

 

４ その他                    

（１）次回の日程等について 

    

 



令和７年１月２８日 

総務文教常任委員会 
【 行 政 報 告 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部 

 

 

 



寄
附
者
（個
人
）

亀
岡
市

税
務
署

居
住
市

区
町
村

①寄附金納入
（郵便振替用紙で自治会を指定）

③確定申告
（※ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ特例申請をしない場合）

②受領証明書等送付
④所得税控除
（還付金振込）

⑤住民税控除
（翌年度課税分）

自治会等

交付金の交付
（寄附額の8/10）

郵便振替用紙の配付等に
よる寄附の呼びかけ

⾃分の応援したい⾃治体に寄附を⾏った場合、寄附額のうち2,000円を
超える部分が税⾦から控除される制度。（所得等により⼀定の上限あり）

ふるさと納税を活用した

ふるさと亀岡自治活動応援交付金について

①ふるさと納税とは

自己負担
2,000円

所得税の
控除 住⺠税の控除

（例）寄附額 30,000円

控除額 28,000円

②ふるさと納税を活用した自治活動応援交付金

⻲岡市に対して、応援したい⾃治会（区）を指定して寄附する制度。
寄附額の10分の８を「交付⾦」として指定地域へ交付します。
（寄附者はふるさと納税の税控除が受けられます。）

※市内・市外者とも、返礼品の贈呈はありません。（郵便振替⽤紙⼜は楽天ふるさと
納税ポータルサイトで募集）

【お問い合わせ】
◆ふるさと納税制度について

亀岡市市長公室ふるさと納税課 ℡0771-25-5060   MAIL：furusato-sousei@city.kameoka.lg.jp 
◆ふるさと亀岡自治活動応援交付金制度について

亀岡市総務部自治防災課 ℡0771-25-6788   MAIL：jichibousai@city.kameoka.lg.jp 

例：30,000円

2,800円
還付

25,200円
減額

24,000円分
交付

集
計

※ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ特例申請をする場合は、
寄附者は市に対して申請書を提出。

（注）上記の表示金額は例示であり、適用される所得税率等により実際の控除額は異なります。

(2025.1.28 総務⽂教常任委員会資料)
個人からの寄附用資料
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資 料 

「国際安全都市」宣言について                                                                  

                                           総務部 自治防災課 

 

概   要     亀岡市は、1 月 14 日、都道府県会館（東京都千代田区）で国内の

セーフコミュニティ認証自治体である青森県十和田市、大阪府松原市

と共同で「国際安全都市」宣言を発表しました。 

セーフコミュニティ安全安心のまちづくり全国協議会の会長市である

本市は、セーフコミュニティを「国際安全都市」とわかりやすく表現する

ことで、日本国内での取り組みを一層広げようと１１の認証自治体の呼

びかけ今回の共同宣言が実現しました。 

 

共同発表日時    令和 7 年 1 月１４日（火）午後 2 時～午後 2 時 50 分 

 

場   所   都道府県会館（東京都千代田区） 4 階 ４０５会議室 

 

今後の展開    令和 7 年 8 月 2 日に国際安全都市アジア市民大会を亀岡市で開

催し、アジア地域を中心にセーフコミュニティに取り組んでいる自治

体や市民などが集まって、意見交換や情報共有を行い、安全施策に

関する理解を深めるとともに、セーフコミュニティを国内外に発信しネ

ットワークの強化・拡大を図ります。 
 

 

        

-4-



 

 

総務文教常任委員会 資料 

 

 

令和７年１月２８日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 部 



育親学園新校舎建設工事に伴う工事契約工期について

令和7年１月

1



これまでの入札執行状況について
新校舎建設計画に基づき、入札を執行

令和６年８月 １回目の入札執行

⇒入札参加業者が無く入札不調

令和６年９月 ２回目の入札執行

⇒参加業者１者

予定価格：約３１億円 入札価格：約３７億円

予定価格に達せず入札不調

令和８年３月の完成が困難となった。
2

約６億円の乖離



見直し内容について

3

多くの事業者が入札に参加できるように、積算内容や入札参加条件の
見直しを実施



現状及び今後の予定について

○現在３回目の入札を執行中

令和６年１２月 ４日 入札執行公告

令和７年 １月２９日 開札（予定価格に質問があった場合は３０日に開札）

落札者と（仮）工事請負契約を締結

令和７年 ３月議会での契約議案を上程

令和７年４月 新校舎建設工事 着工予定

令和９年３月 新校舎完成

工事期間：２４カ月（２年間）

4



スケジュール比較

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

当初
計画

変更後
計画

入札・仮契約 契約・着工（１８ヶ月）

議
決

新校舎使用開始

現校舎除却・グラウンド整備

議
決

入札・仮契約 契約・着工（２４ヶ月） 新校舎使用開始

現校舎除却・グラウンド整備

駐輪場・道路・階段整備（できる限り速やかに整備）

5



育親学園新校舎建設工事　工事請負契約工期説明資料

令　和　　７　　年 令　和　　８　　年 令　和　９　年

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

工
事
請
負
契
約
工
期

工期延長

建設計画

令和７年度補助金

令和６年度補助金

工事予算

継続費

当初継続費

変　更　後

５１ ２ ３ ４ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 ５１ ２ ３ ４ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 ５１ ２ ３ ４ ６12

業務内容

新校舎

建設計画

補助金

国　庫

令和6年

（負担金）

工事完成

工事完成

新校舎供用開始工事着工

工期延長変更契約起案

工期延長変更契約

工事完成

工事請負契約

３月議会上程

工事完成

年

年度

月

入札公告 開札(業者決定)

年度割合７０％

年度割合３０％ 繰越

【令和６年度補助金　⇒　令和７年度に繰越】

繰越申請

（国）

繰越承認

繰越

【令和７年度補助金　⇒　令和８年度に繰越】

【当初継続費　令和６年度から７年度の２か年】 継続費割合変更議案

繰越申請 繰越承認

１２月議会上程

【変更後継続費　令和６年度から８年度の３か年】

（繰越申請は令和７年度中）

◎

○ ○

◎

○

◎

○○

◎ ◎

◎ ○

○

○

◎

◎

交付決定済み

交付決定済み

合わせる必要があります

契約工期を国庫補助の計画に

契約時

当初契約工期　　令和８年３月３１日まで

延長工期　　令和９年３月まで
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亀岡市学校給食基本計画（概要版）（案） 
 

1.  はじめに 
市教育委員会では、中学校給食の実現及び現給食センターの老朽化という課題を解決し、学校給食の果たす役割や

その教育効果を十分に発揮し、安全で安心な給食を安定して提供継続するため、基本的な方針を定めた。 

1 安定的・持続的に給食を提供します 

2 安心・安全な給食を提供します 

3 食の正しい知識と食習慣を身につける食育と地産地消を推進します 

4 地域や学校施設の特性を活かし、小・中学校給食の安定供給を視野に入れたセンター方式を含め、

様々な方式を検討し、中学校完全給食の早期実現を推進します 
本基本計画は、この４つの考え方に基づき、中学校における完全給食の導入に向け、市の現状を踏まえた各給食実

施方式の実現可能性や経費について、学校現場の調査、専門的な試算、及び学校教育現場での課題分析等の実施結果

を取りまとめており、市にとって最適な学校給食実施方式の選定に係る基礎資料となるものである。 

 

2.  基本情報の整理 
 新たな中学校給食の対象校は中学校 5校、義務教育学校後期 1 校の全 6校である。 

 既にセンター方式による給食を実施している小学校 14 校及び義務教育学校前期 1 校についても、学校給食セン

ターの老朽化の課題を抱えていることから対象校として取り扱う。 

 今後自校調理方式による給食の実施が予定されている義務教育学校（育親学園）については、対象外とする。 

 

3.  中学校給食実施方式の検討の流れ 
市の学校給食の現状を踏まえ、以下の流れで検討を行った。 
1.前提条件の整理→2.基本方針の設定→3.検討対象とする学校給食実施方式の整理→4.現地調査→5.学校給食実

施方式の組み合わせ案の作成→6.定量的評価・定性的評価→7.全員喫食の実現に向けた課題の整理 

 

4.  前提条件の整理 
適用可能性のある学校給食実施方式は、「自校調理方式」、「親子調理方式」、「デリバリー方式」、「センター方式」

となる。 

 

5.  中学校給食の基本的な方向性（案）の設定 
「亀岡市学校給食のあり方について 提言書」の考え方により策定した、「亀岡市立学校給食基本方針」を基とし、

5 つの基本的な方向性を設定し、以後の検討において評価項目とする。 

基本 1：完全給食、全員給食の早期実現 

基本 2：安全で安心な学校給食の提供 
 （1）適切な衛生環境の構築、（2）徹底した衛生管理を行える調理・洗浄等業務環境の構築、（3）食物アレルギー対応 

基本 3：栄養バランスの優れた魅力的な学校給食 

 （1）中学生にふさわしい献立、（2）健全な食生活の基礎づくり、（3）適温での提供 

基本 4：持続可能な学校給食の提供 
 （1）経済性、合理性、（2）将来的な生徒数の増減への対応、（3）災害時における早期復旧、地域貢献 

基本 5：食育・地産地消の推進 
 （1）生きた教材としての学校給食、（2）地域とつながる学校給食 

6.  現学校給食センターについて 
 現学校給食センターは、平成 11 年度に竣工し、25 年を経過しており、大規模修繕が必要となっている。 

 現学校給食センターからの給食提供に中学校給食（約 3,000 食）を加えた場合、調理能力、洗浄能力、保管能力

の面で現能力では不可能であり、施設の増強が必要となる。このため、給食停止を伴う施設全体の改修及び増築

が必要となる。 

 以上を踏まえ、中学校を小学校と合わせて現センター増強により給食を提供する場合は、給食停止を伴う施設全

体の改修及び増築が必要となることから新たな学校給食センターを整備する必要がある。 

 

7.  現地調査 
現地調査は、中学校において現中学校の施設内に、自校調理方式における給食調理室が設置可能かどうか、小・中

学校の現状の給食搬入に問題がないかの現地確認を行うとともに、各学校給食実施方式の導入検討に必要な情報を整

理することを目的とした。 

(1)  自校調理方式の検討 
調理室設置敷地の確保上、南桑中学校、東輝中学校のみ自校調理方式として成立できる可能性がある結果とな

った。 

(2)  親子校調理方式の検討 
自校調理方式で給食調理室が配置可能な学校は、南桑中学校と東輝中学校となり、これら 2 校は親子方式の親

校となり得るが、用途地域の制約や設置できる共同調理場の規模が不足する。そのため、いずれの学校も親校と

しての整備には、耐えがたく、親子調理方式の実現は難しい結果となった。 

(3)  小・中学校の現状の給食搬入の確認 
各小中学校に聞き取りを行い、現状の給食搬入に問題がないこと及び搬入施設整備が可能であることを確

認した。 

 

8.  中学校給食実施方式の組み合わせ案の作成 
現地調査の結果より、検討対象となる中学校給食実施方式は、「自校調理方式＋センター方式」、「センター方

式」の 2 案となる。これに、既存小学校給食センターの改修も組み合わせて、以下の 4 つの給食実施方式の組

みあわせ案を作成した。なお、デリバリー方式の給食は、「現時点では実現できる事業者の確保が見込めない」

等の課題を抱えているため、組み合わせ案の検討から外した。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案 A案（自校調理方式＋センター方式） B案（センター方式①） C案（センター方式②） D案（センター方式③）

概要

自校方式の給食室を2施設新設

（350食規模＋550食規模）

中学校給食センター新設（2,000食）

は新敷地（4,060㎡程度）に整備

新敷地

現敷地

既存小学校給食センター改修

（5,000食）

中学校給食センター新設（3,000食）

は新敷地（4,550㎡程度）に整備

新敷地

現敷地

既存小学校給食センター改修

（5,000食）

拡張

敷地

現敷地

小中学校給食センター新設（7,500食）

は拡張した現敷地（拡張面積：

3,780㎡程度）に整備

中学校給食センター新設（3,000食）

は新敷地（4,550㎡程度）に整備

新敷地

拡張

敷地

現敷地

小学校給食センター新設（5,000食）

は拡張した現敷地（拡張面積：

3,410㎡程度）に整備

※新敷地とは、現在の亀岡市立学校給食センターの敷地以外の敷地をいう。 
現敷地とは、現在の亀岡市立学校給食センターの敷地という。 
拡張敷地とは、現敷地に施設整備をする場合に新たに確保が必要となる 
現敷地の隣接地等をいう。 
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9.  定量的評価、定性的評価 

9.1.  定量的評価 

定量的評価では実施方式毎、必要となる設計費、建設費といったイニシャルコスト、調理業務委託費や建物修繕費と

いったランニングコスト（15 年分）を概算事業費として算出した結果は以下のとおりとなり、定量評価は C 案が 15 年間

で約 142 億円と最も費用を抑えることができる結果となった。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上表にはセンター方式を実施する場合の土地取得費用、造成費用は含まれていない。 

 

9.2.  定性的評価 

基本方針毎に重要度を選定し、定性的評価の結果の整理を行った結果、以下のとおりとなった。 

項目 

A 案 
自校調理方式＋ 
センター方式 

（中・新設/小・改
修） 

B 案 
センター方式① 

（中・新設/小・改
修） 

C 案 
センター方式② 
（中小・新設） 

D 案 
センター方式③ 

（中・新設/小・新
設） 

基本方針 1 
完全給食、全員給食の早期実現 

△ 
・新中学校センター
の敷地の確保が必
要 

・既存センターの改
修工事中は給食調
理が中断 

△ 
・新中学校センター
の敷地の確保が必
要 

・既存センターの改
修工事中は給食調
理が中断 

○ 
・新小中給食センタ
ー新設に必要な面
積の隣接地の確保
が必要 

○ 
・新中学校センター
の敷地の確保が必
要 

・新小学校センター
新設に必要な面積
の隣接地の確保が
必要 

基本方針 2 
安全で安心
な学校給食
の提供 

(1) 適切な衛生環
境の構築 

△ 
・分散した衛生管理
となるため、事故
（食中毒等）発生
リスクあり 

○ 
・分散した衛生管理
となるため、事故
（食中毒等）発生
リスクあり 

◎ 
・1 施設での集中管
理となるため、衛
生管理がしやすい 

○ 
・分散した衛生管理
となるため、事故
（食中毒等）発生
リスクあり 

(2) 徹底した衛生
管理を行える
調理・洗浄等
業務環境の構
築 

○ 
・既存センターは構
造等の制約がある
ため、十分な改修
ができない可能性
あり 

○ 
・既存センターは構
造等の制約がある
ため、十分な改修
ができない可能性
あり 

◎ 
・新規整備となるた
め構造等の制約が
少なく、望ましい
計画が可能 

◎ 
・新規整備となるた
め構造等の制約が
少なく、望ましい
計画が可能 

(3) 食物アレルギ
ー対応 

○ 
・同上 

○ 
・同上 

◎ 
・同上 

◎ 
・同上 

基本方針 3 
栄養バラン
スの優れた
魅力的な学
校給食 

(1) 中学生にふさ
わしい献立 

○ 
・同上 

○ 
・同上 

◎ 
・同上 

◎ 
・同上 

(2) 健全な食生活
の基礎づくり 

○ 
・市が主体で取り組
む必要あり 

○ 
・市が主体で取り組
む必要あり 

○ 
・市が主体で取り組
む必要あり 

○ 
・市が主体で取り組
む必要あり 

(3) 適温での提供 ○ 
・センター方式は、
配送時間が生じる
ので、保温食缶を
活用 

○ 
・センター方式は、
配送時間が生じる
ので、保温食缶を
活用 

○ 
・センター方式は、
配送時間が生じる
ので、保温食缶を
活用 

○ 
・センター方式は、
配送時間が生じる
ので、保温食缶を
活用 

 

項目 

A 案 
自校調理方式＋ 
センター方式 

（中・新設/小・改
修） 

B 案 
センター方式① 

（中・新設/小・改
修） 

C 案 
センター方式② 
（中小・新設） 

D 案 
センター方式③ 

（中・新設/小・新
設） 

基本方針 4 
持続可能な
学校給食の
提供 

(1) 経済性、合理
性 

△ 
・4施設の分散投資・
管理となり効果に
劣る 

○ 
・2施設の分散投資・
管理となりやや効
果に劣る 

◎ 
・1施設の集中投資・
管理となり効果に
優れる 

△ 
・新設の 2 施設整備
であり、非常に経
済性に劣る 

(2) 将来的な生徒
数の増減への
対応 

△ 
・自校方式及びセン
ター2 施設である
ことから、柔軟性
に劣る 

○ 
・センター2 施設で
あることから、や
や柔軟性に劣る 

◎ 
・センター1 施設で
集中運用している
ため、調理員数の
調整等、柔軟に対
応しやすい 

○ 
・センター2 施設で
あることから、や
や柔軟性に劣る 

基本方針 5 
食育・地産地
消の推進 

(1) 生きた教材と
しての学校給
食 

○ 
・センター方式は、
調理員と交流を図
りにくい 

○ 
・調理員と交流を図
りにくい 

○ 
・調理員と交流を図
りにくい 

○ 
・調理員と交流を図
りにくい 

(2) 地域とつなが
る学校給食 

○ 
・生産者等との連携
や仕組みづくりが
必要 

○ 
・生産者等との連携
や仕組みづくりが
必要 

○ 
・生産者等との連携
や仕組みづくりが
必要 

○ 
・生産者等との連携
や仕組みづくりが
必要 

【凡例】◎：評価項目に適しており、特に優れている/○：評価項目に適している/△：評価項目に適しているが、基本理念の実現に 

課題を有している。 

 

10.  事業スケジュール 

全員給食の導入に向けた事業スケジュールの一例としては、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

11.  まとめ（組み合せ案における評価） 

各組み合せ案について、定量評価において最も支出が低く、かつ定性評価においても最も評価の高い C 案が本事

業において優位性のある組み合わせ案であると考えられる。 

R5 R6 R7 R8 R9 R10

給食調理室（新設）

中学校給食センター（新設）

既存小学校給食センター（改修）

中学校給食センター（新設）

既存小学校給食センター（改修）

C案 小中学校給食センター（新設）

中学校給食センター（新設）

小学校給食センター（新設）

組み合わせ案

D案

B案

A案 用地選定 入札・設計 導入準備入札・建設

入札・改修 導入準備改修入札・設計

入札・設計 入札・改築

学
校
給
食
基
本
方
針
の
策
定

民
間
活
力
導
入
可
能
性
調
査

学
校
給
食
基
本
計
画
の
策
定

学
校
給
食
実
施
方
針
の
策
定

導入準備

用地選定 入札・設計 導入準備入札・建設

用地選定 入札・設計 導入準備入札・建設

用地選定 入札・設計 導入準備入札・建設

用地選定 入札・設計 導入準備入札・建設

入札・改修 導入準備改修入札・設計

（単位：億円）

C案
中学校

給食センター
新設

既存小学校
給食センター

改修

中学校
給食センター

新設

既存小学校
給食センター

改修

小中学校
給食センター

新設

中学校
給食センター

新設

小学校
給食センター

新設
南桑中
350食

東輝中
550食

2000食 5000食 3000食 5000食 7500食 3000食 5000食

計（A) 54.39

小計（a） 4.52 5.51 28.65 35.45 37.65 35.45 54.39 37.65 44.27

計（B） 0.22

小計（b） 0.02 0.03 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

計（C) 91.38

小計（c） 5.35 6.73 27.89 63.42 35.57 63.42 91.38 35.57 64.23

9.89 12.27 56.76 99.09 73.44 99.09 145.99 73.44 108.72

145.99

交付金 0.32 0.40 1.36 0.00 1.96 0.00 4.23 1.96 2.92
市支出（起債・一般財源等） 9.57 11.87 55.40 99.09 71.48 99.09 141.76 71.48 105.80
小計 9.89 12.27 56.76 99.09 73.44 99.09 145.99 73.44 108.72

交付金　計（d） 4.23
市支出　計（e） 141.76

小計（a+b+c）

財源内訳
2.08 1.96 4.88

175.93 170.57 177.28

概算事業費（税込）
（15年間：A+B+C）

178.01 172.53 182.16

イニシャルコスト
74.13 73.10 81.92

開業準備費（B)
0.49 0.44 0.44

ランニングコスト
103.39 98.99 99.80

事業費

A案 B案 D案

 給食室新設

※網掛け部分については中学校給食実施への影響がないため、現給食センターの耐用年数や財政出動の平準化等 

を考慮し、事業年度を判断する。 

※年度別スケジュールについては用地選定の難航など不測の事態が生じた場合は変更が生じる。 



学校給食におけるフロー

亀岡市立学校給食基本方針

亀岡市学校給食基本計画

亀岡市学校給食実施方針（仮称）

給食施設の整備事業開始 予定

（給食施設の整備・運営に関する方針決定における基本的事項の提示）

学校給食検討懇話会提言書・市議会関係等要望

上記を踏まえ

（給食施設の整備方針・給食運営方針に関する実施内容決定事項のまとめ）

令和５年度

令和６年度

令和７年度

【教育委員会にて策定】

令和１０年度 新給食提供施設供用開始（中学校給食提供開始） 予定

【専門業者による調査・作成（業務委託）】

民間活力導入調査

◇R7.1月

◇R7.３月策
定予定



「2025 大阪・関西万博」児童生徒体験事業 
 

(１)目的 
『大阪・関西万博』（大阪 夢洲）は、『いのち輝く未来社会のデザイン』をテーマとし

て、開催されます。多様な国の文化や価値観に触れ、国際理解を深めるとともに、未来
社会について考える機会となる万博を体験することは、学校の中では、体感できない 学
びを得ることができる貴重な教育の場と捉えており、校外学習として市立の小・中・義
務教育学校の児童生徒に体験の場を提供します。 

 

(２)事業内容 
実施期間：令和 7 年 4 月 13 日から 10 月 13 日までの間 
（上記期間のうち、各学校と調整の上、バスの確保、各種予約が可能な日を決定） 
実施場所：大阪市夢洲（ゆめしま） 
事業対象：市立小・中・義務教育学校の全ての児童生徒 
実施単位：学校、学年など各学校の希望や状況により決定 
移動手段：貸切バス 
費用負担内容：会場までの移送費 

入場及びパビリオンなどの予約調整にかかる費用 
安全管理に関する費用 

※入場料金は、「京都府子どもの大阪・関西万博体験支援事業」にて 
京都府が全額支援 

 

（３）経過及び今後の見込み 
 令和 6 年 9 月議会 債務負担行為設定議決 
 令和 6 年 12 月  業務委託契約締結 
    契約相手方：東武トップツアーズ株式会社 
 令和 7 年 1 月～ 各学校と実施日の調整（バスの確保） 
    実施日決定後、順次パビリオンなどを予約 
 令和 7 年 4 月～10 月 保護者への案内 

決定した日時にて随時実施、併せて事前事後学習の実施 
 

※下見については、1 団体（予約単位）につき最大 3 人まで無料です。下見が可能とな
るのは 4 月 13 日の開幕以降とされていますが、4 月・5 月に実施する学校については別
途対応が検討されています。 
※パビリオン及び会場内見学内容の選定については、各学校と旅行会社で調整の上決定
してまいります。 
※日程調整の進捗状況については、現在各学校と旅行会社で 1 月末には、ほぼ決定する
見込みで調整を進めており、遅くても 2 月中には全ての学校について入場、パビリオン
の入場予約及び決定を行う予定をしております。 
〇今後小・中・義務教育学校と詳細について十分調整を行いながら、子ども達の安全確
保に十分配慮し、いのち輝く未来社会に繋がる学びを体験できる場の提供に努めてまい
ります。 
 
 


